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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

iお金 仕事 その他

　
令
和
３
年
１
月
１
日
現
在
黒
潮
町
に

在
住
す
る
世
帯
に
１
枚
の
申
告
書
を
配

付
し
て
い
ま
す
。

　
「
申
告
書
の
提
出
が
不
要
な
方
」
に

該
当
し
な
い

２０
歳
以
上
の
方
は
、
前
年

の
１
月
か
ら

１２
月
ま
で
の
１
年
間
の
収

入
な
ど
に
つ
い
て
申
告
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

　
こ
の
申
告
書
は
国
民
健
康
保
険
税
・

介
護
保
険
料
の
申
告
書
も
兼
ね
て
い
ま

す
の
で
、
収
入
が
無
い
場
合
で
も
そ
の

旨
を
記
載
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
告
結
果
は
、
町
県
民
税
を
適
正
に

課
税
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
と
な
る
ほ

か
、
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
算
定
資

料
と
し
て
も
使
い
ま
す
。
ま
た
、
所
得

証
明
書
な
ど
の
税
務
証
明
の
基
礎
資
料

と
し
て
も
使
い
ま
す
。

　
申
告
書
の
提
出
が
な
い
場
合
は
、
国

民
健
康
保
険
税
な
ど
の
軽
減
措
置
が
受

け
ら
れ
な
い
、
所
得
証
明
書
の
交
付
が

で
き
な
い
な
ど
の
場
合
が
あ
り
ま
す
。

収
入
の
な
か
っ
た
方
や
、
障
害
年
金
・

遺
族
年
金
な
ど
の
非
課
税
年
金
を
受
給

し
て
い
る
方
も
申
告
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
期
限
内
の
申
告
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
方
は
提
出

は
不
要
で
す
。

◆
申
告
書
の
提
出
が
不
要
な
方

①
所
得
税
の
確
定
申
告
書
（
還
付
申
告

を
含
む
）
を
提
出
さ
れ
た
方

②
昨
年
中
の
収
入
が
公
的
年
金
の
み
の

方
で
、
扶
養
控
除
、
医
療
費
控
除
や

生
命
保
険
料
控
除
な
ど
の
各
種
控
除

を
受
け
な
い
方

③
昨
年
中
の
収
入
が
給
与
（
１
カ
所
）
の

み
の
方
で
、
勤
務
先
よ
り
年
末
調
整

済
の
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ

て
い
る
方

④
昨
年
中
の
収
入
が
全
く
無
く
、
黒
潮
町

内
の
方
に
税
の
扶
養
を
さ
れ
て
い
る
方

◆
申
告
の
際
に
必
要
な
も
の

①
印
か
ん
（
認
印
）

②
収
入
や
経
費
が
わ
か
る
も
の
（
給
与
、

公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
、
自

営
業
の
方
は
、
収
入
の
明
細
や
経
費

の
領
収
書
な
ど
）

③
生
命
保
険
や
地
震
保
険
の
控
除
証
明
書

④
国
民
年
金
な
ど
の
支
払
証
明
書

⑤
医
療
費
控
除
の
明
細
書
（
内
訳
書
）

※
②
、
⑤
に
つ
い
て
は
事
前
に
集
計
を

し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

◆
本
人
確
認
に
つ
い
て

 

本
人
確
認
の
た
め
「
個
人
番
号
カ
ー

ド
」
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い
方

個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
と
次
の
よ
う

な
顔
写
真
付
の
も
の
の
う
ち
い
ず
れ

か
ひ
と
つ

運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
・
身
体

障
害
者
手
帳
・
在
留
カ
ー
ド
　
な
ど

・
顔
写
真
付
の
も
の
が
な
い
場
合

個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
と
次
の
よ
う

な
も
の
ふ
た
つ

 
健
康
保
険
証
・
年
金
手
帳
　
な
ど

◆
受
付
期
間

 
２
月

１６
日
（
火
）
か
ら
３
月

１５
日
（
月
）

ま
で

※
年
金
受
給
の
み
で
所
得
税
の
還
付
を

受
け
た
い
方
は
２
月

１０
日
（
水
）
か
ら

１５
日
（
月
）
も
受
け
付
け
ま
す
。

※
次
の
日
程
で
休
日
も
申
告
の
受
付
を

し
ま
す
。

　
本
庁
　
　
　
３
月
６
日
（
土
）

　
佐
賀
支
所
　
３
月
７
日
（
日
）

　
乗
ら
な
く
な
っ
た
り
、
乗
れ
な
く
な

っ
た
原
動
機
付
自
転
車
や
軽
自
動
車
で

も
、
３
月

３１
日
ま
で
に
廃
車
手
続
き
を

し
な
い
と
、
令
和
３
年
度
も
軽
自
動
車

税
が
か
か
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
車
両
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

早
め
の
手
続
き
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
な
お
、
車
の
種
類
に
よ
っ
て
次
の
表

の
と
お
り
手
続
き
先
が
違
い
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
農
耕
車
と
は
、
ト
ラ
ク
タ
ー
・
乗
用

装
置
付
の
コ
ン
バ
イ
ン
・
田
植
機
・
運

搬
車
両
な
ど
の
農
耕
作
業
用
自
動
車
な

ど
、
大
き
さ
に
関
係
な
く
乗
用
装
置
が

付
き
、
時
速

３５
袰

未
満
で
走
行
す
る
も

の
で
す
。
こ
れ
ら
の
農
耕
車
は
、
道
路

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か

軽
自
動
車
な
ど
の
廃
車
手
続
き

手続き先・連絡先

本庁 住民課 住民税係

　　　蕁43－2816

佐賀支所 地域住民課 総合窓口第1係

　　　蕁55－3111

軽自動車の種類

○原動機付自転車

　（125cc以下）

○小型特殊自動車（農耕作

業用のもの、トラクターなど）

軽自動車検査協会（高知市長浜）

　　　蕁050－3816－3125
○軽自動車

○125cc超のバイク
高知運輸支局（高知市大津）

　　　蕁050－5540－2077

農
耕
車
に
は
軽
自
動
車
税
が
か
か
り
ま
す

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

税
金
に
関
す
る
お
知
ら
せ

税
金
に
関
す
る
お
知
ら
せ

税
金
に
関
す
る
お
知
ら
せ

令
和
3
年
度
町
県
民
税
な
ど

の
申
告
に
つ
い
て
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を
走
ら
な
く
て
も
軽
自
動
車
税
が
か
か

り
ま
す
。
農
耕
車
を
登
録
さ
れ
て
い
な

い
方
は
、
本
庁
ま
た
は
佐
賀
支
所
窓
口

へ
登
録
の
届
出
を
し
て
ナ
ン
バ
ー
の
交

付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
農
耕
車
を
買

い
替
え
、
廃
車
に
し
た
と
き
も
、
担
当

窓
口
で
手
続
き
が
必
要
で
す
。

◆
登
録
に
必
要
な
も
の

・
所
有
者
の
印
か
ん
（
認
印
）

・
車
名

・
車
台
番
号

・
総
排
気
量

※
代
理
の
方
が
届
出
を
す
る
場
合
は
、
代

理
の
方
の
印
鑑
も
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
障
が
い
者
の
た
め
に
使
用
す
る
車
で
、

次
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
申
請
に

よ
り
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
ら
れ

ま
す
。

◆
対
象
と
な
る
車
両

・
障
が
い
者
が
所
有
し
、
自
ら
が
運
転

す
る
車

・
障
が
い
者
（

１８
歳
未
満
の
身
体
障
が

い
者
や
知
的
障
が
い
者
、
精
神
障
が

い
者
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
方
を
含

む
）
が
所
有
し
、
生
計
を
同
じ
く
す

る
方
が
障
が
い
者
の
通
院
通
学
な
ど

の
た
め
に
運
転
す
る
車

・
障
が
い
者
の
み
の
世
帯
の
方
が
所
有

し
、
常
時
介
護
す
る
方
が
障
が
い
者

の
通
院
通
学
な
ど
の
た
め
に
運
転
す

る
車

※
障
が
い
の
程
度
な
ど
に
よ
る
制
限
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
軽
自
動
車
、
普

通
自
動
車
併
せ
て
１
台
に
限
り
ま
す
。

◆
申
請
に
必
要
な
も
の

・
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、

療
育
手
帳
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド

・
運
転
者
の
運
転
免
許
証

・
印
か
ん
（
認
印
）

・
自
動
車
検
査
証

・
減
免
申
請
書（
住
民
課
に
あ
り
ま
す
）

※
「
生
計
が
同
一
で
あ
る
こ
と
」
や
「
常

時
介
護
し
て
い
る
こ
と
」
、「
通
院
、

通
学
な
ど
を
行
っ
て
い
る
こ
と
」
を

証
明
す
る
書
類
が
別
途
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す
。

◆
申
請
期
間
（
令
和
３
年
度
分
）

　
５
月

２４
日
（
月
）
ま
で

※
４
月
１
日
現
在
、
所
有
し
て
い
る
車

に
限
り
ま
す
。

※
４
月
２
日
以
降
に
車
を
取
得
し
た
り
、

障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
方
は
、

翌
年
度
か
ら
対
象
と
な
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

住
民
課 

住
民
税
係

蕁

４
３
―

２
８
１
６

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課 

総
合
窓
口
第
１
係

蕁

５
５
―

３
１
１
３

　
一
部
の
モ
ラ
ル
の
な
い
人
た
ち
に
よ

り
、
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
を
行
わ
な

い
不
法
投
棄
が
あ
と
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

こ
の
不
法
投
棄
の
被
害
は
、
路
上
、
山

林
、
河
川
敷
、
空
き
地
、
川
や
水
路
な

ど
に
流
す
と
い
う
悪
質
な
ケ
ー
ス
も
あ

り
ま
す
。

　
投
棄
者
が
特
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
投
棄
物
の
処
理
な
ど
の
指
導
を

行
い
ま
す
が
、
悪
質
な
も
の
に
つ
い
て

は
警
察
に
被
害
届
を
出
す
場
合
も
あ
り

ま
す
。

　
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す

る
法
律
」
に
よ
り
罰
則
の
対
象
と
な
り
、

「
５
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
、
１
千
万

円
以
下
の
罰
金
（
法
人
の
場
合
は
３
億

円
以
下
）
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
廃

棄
物
は
決
め
ら
れ
た
ル
ー
ル
に
従
っ
て

処
理
し
ま
し
ょ
う
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

住
民
課 

環
境
保
全
係

蕁

４
３
―

２
８
０
０

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課 

総
合
窓
口
第
１
係

蕁

５
５
―

３
１
１
３

　
黒
潮
町
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
（
Ｉ
Ｗ
Ｋ

Ｔ
Ｖ
）
は
放
送
開
始
か
ら
８
年
が
経
過

し
、
設
備
の
老
朽
化
に
伴
う
障
害
が
散

見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
自
主
放
送
設
備

の
更
改
工
事
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
左
記
の
日
程

で
自
主
放
送
の
休
止
お
よ
び
停
波
が
発

生
し
ま
す
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
休
止
期
間

　
２
月
８
日
（
月
）
〜
２
月

１４
日
（
日
）

※
シ
ョ
ッ
プ
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
放
送
さ
れ

ま
す
。

◆
停
波
時
間

　
２
月

１３
日（
土
）
午
前
０
時
〜
午
前
１
時

※
こ
の
間
に
２
回
程
度
の
停
波
が
発
生

し
ま
す
。

◆
対
象
チ
ャ
ン
ネ
ル

　
Ｉ
Ｗ
Ｋ 

Ｔ
Ｖ
（
ｃ
ｈ

１１
）

※
そ
の
ほ
か
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
は
影
響

あ
り
ま
せ
ん
。

○
お
問
い
合
わ
せ

 
本
庁 

情
報
防
災
課 

情
報
推
進
係

蕁

４
３
―

２
１
８
８

軽
自
動
車
税
の
減
免
に
つ
い
て

不
法
投
棄
は
重
大
な
犯
罪
で
す

i

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
自
主
放
送
設
備
の

更
改
に
伴
う
放
送
休
止
の
お
知
ら
せ

i


